
上郡町ふるさと納税中間支援等業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１　業務名称 

上郡町ふるさと納税中間支援等業務委託 

 

２　業務目的 

上郡町では、ふるさと納税制度を活用して本町の魅力や政策を発信し、本

町の取組に共感し応援していただける寄附者を増やすとともに、本町特産品

等のＰＲや地域経済の活性化を図る取組を進めている。  

本業務は、本町へのふるさと納税に係る寄附の受付、寄附情報等の管理、

返礼品等の発注・配送管理、寄附金受領証明書等の発送、新規返礼品の開発・

提案、問い合わせ対応、本町の魅力発信に繋がる広報などの多岐に渡る業務

について、民間事業者が持っている体制やノウハウを活用し、効率的かつ効

果的に進めることを目的とする。 

 

３　業務の概要 

⑴　業務内容　別紙仕様書のとおり 

　⑵　委託期間　令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

４　委託料等 

寄附金額に対する単価契約とし、委託料の上限は寄附額の８％（消費税及

び地方消費税相当額を除く）以下とする。なお、当該委託料には、返礼品代、

返礼品送付費用、寄附金受領証明書等発送費用、本町が契約している寄附受

付サイトの手数料及びクレジットカード等決済手数料を含めないものとする。 

なお、委託料と支払時期については、契約締結時に協議するものとする。 

 

５　選定方式及び契約方法 

本業務は、価格のみによる競争ではなく、専門的な知識・経験等を有する

業者から広く提案を募集し、プレゼンテーションによって提案内容を評価す

るプロポーザル方式によって受注候補者を選定する。また、受注候補者と仕

様等について協議を行い、協議が整った時点で当該業者と随意契約を締結す

る。 

 

６　参加資格 

本プロポーザルへの応募者は、以下の条件を全て満たす者とする。 



⑴　本業務と同種又は類似する業務を行った実績があるなど、地方創生応

援税制に精通していること。 

⑵　租税公課の滞納がないこと。 

⑶　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該

当しないこと。 

⑷　会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続きの開始

の申立て中、又は更生手続き中でないこと。 

⑸　民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続きの開始

の申立て中、又は再生手続き中でないこと。 

⑹　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条２号に規定する団体等や行為をする者に関わりがないこと。 

⑺　個人情報保護方針等を整備し、個人情報を適切に利用、管理する体制

が整っていること。 

⑻　過去３年間（令和２年４月から令和５年３月まで）において、他自治

体で上郡町ふるさと納税（上郡町ふるさとづくり応援寄附）業務委託仕

様書に掲げる業務内容と類似の業務経験があり、かつ、当該受託期間に

おいて単年度（４～３月）寄附金額３億円以上の実績を有していること。 

 

７　実施スケジュール 

※現時点での予定であり、都合により変更する場合がある。 

 内容 日程 備考

 ① 実施要領等の公表・公募

開始

令和６年 12 月 10 日（火） 町ＨＰに掲載

 ② 質問書の提出期限 令和６年 12 月 13 日（金） 

午後５時

電子メール

 ③ 質問に対する回答の公表 令和６年 12 月 16 日（月） 町ＨＰに掲載

 ④ 参加申込書等の提出期限 令和６年 12 月 17 日（火） 

午後５時

持参又は郵送

 ⑤ 企画提案書等の提出期限 令和６年 12 月 20 日（金） 

午後５時

持参又は郵送

 ⑥ プレゼンテーション審査 令和６年 12 月 23 日（月）

 ⑦ 審査結果の通知 令和６年 12 月 24 日（火） 電子メール

 ⑧ 契約締結 令和６年 12 月 26 日（木）

予定



 

８　公募の方法 

令和６年 12 月 10 日（火）から令和６年 12 月 17 日（火）までの間、上郡

町ホームページ等に情報を掲載し、公募を行う。 

 

９　質疑・応答 

実施要領及び仕様書等に関して質問がある場合は、以下のとおり質問書を

提出すること。 

⑴　提出方法 

 「質問書（様式第４号）」により電子メールにて提出すること。 

⑵　提出期限 

令和６年 12 月 13 日（金）午後５時まで 

⑶　提出先 

上郡町地域振興課 

メール：chiiki@town.kamigori.lg.jp 

※メール件名は、「【質問書】ふるさと納税業務委託（事業者名）」とし、

メール送付後は、必ず受信確認の連絡をすること。 

電話：0791-52-1162 

⑷　回答方法 

　質問及び回答は、令和６年 12 月 17 日（火）までに上郡町ホームペー 

ジに随時掲載する。 

 

10　提出書類等 

⑴　提出書類 

【提案書の作成方法】 

・提案書はカラー印刷。様式は自由とする。 

・表紙を含みＡ４判で 20 枚以内（両面印刷可）にまとめ製本すること。 

・内容は、提案書は別添仕様書の内容を踏まえながら、以下に記載された

 書類名称 様式 提出部数

 ① 参加申込書 様式第１号 １部

 ② 会社概要書 様式第２号 １部

 ③ 関連業務実績調書 様式第３号 １部

 ④ 企画提案書 様式は自由（用紙サイズ：Ａ４判） ５部

 ⑤ 見積書 様式第５号 １部



項目順で記載し作成すること。 

 

≪提案書記載項目≫ 

⑵　提出期間　令和６年 12 月 13 日（金）～令和６年 12 月 20 日（金） 

※上記期間のうち、土日祝日を除く午前９時から午後５時まで 

⑶　提出方法　持参又は郵送とし、提出期間必着とする。 

⑷　提出先 

〒678-1292　兵庫県赤穂郡上郡町大持 278 番地 

上郡町地域振興課（上郡町役場第２庁舎１階） 

⑸　留意点 

①提出された書類は返却しないものとする。 

②提出後の追加、修正は提出期間の間に限り認める。 

 

11　選定及び結果の通知 

⑴　プレゼンテーション実施日 

令和６年 12 月 23 日（月）（※詳細は、後日通知する。） 

⑵  実施場所  

兵庫県赤穂郡上郡町大持 278 番地　上郡町役場内 

⑶　実施内容及び時間（予定）  

  　１者につき、30 分以内とする。  

機材等の準備及びプレゼンテーション：20 分以内 

質疑応答：10 分以内  

 内　容

 項目１ 基本的事項、会社概要 など

 項目２ 類似業務受託実績、他自治体における受託実績及び寄附件数、

金額 など

 項目３ 中間事業者としての業務内容と対応範囲。管理システムの利

便性提案。自社の強みと他社比較　など

 項目４ 寄附額増加策。サポート体制（寄附者へのお礼品発送等・各

種問い合わせ対応、返礼品提供事業者の開拓・サポート内

容・新規お礼品開発）　など

 項目５ セキュリティ体制、個人情報の適正な取り扱い など

 項目６ 業務開始に向けたスケジュールの提示 など

 項目７ その他（自由提案）、ＰＲポイント など



⑷　プレゼンテーション方法  

プレゼンテーション審査は、参加表明書の受付順に実施する。 

プロジェクター、スクリーン、接続ケーブル及び電源タップは本町に　 

おいて用意する。パソコンは参加者が用意すること。 

⑸　審査項目及び評価基準  

プレゼンテーション審査において【審査基準】に基づき内容を審査・

評価し、合計得点（100 点満点）の 70 点以上で、最高得点の参加者を受

託候補者として選定する。 

審査結果は、全ての参加者に対し、令和６年 12 月 24 日（火）に電子

メールにより通知する。なお、審査結果に対する採否理由及びこれに関

する事項についての質問、説明請求及び意見等は、受け付けないものと

する。 

なお、審査は全て非公開とする。 

 

【審査基準】 

 

12　失格事項 

次のいずれかに該当する場合、その参加者は失格とする 

⑴　参加資格を満たさないことが分かったとき。 

⑵　提出した書類に虚偽の記載があったことが判明した場合。 

⑶　選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。 

⑷　本実施要領に違反した場合。 

⑸　その他本プロポーザルの公平性を害する行為をした場合。 

 

 評価項目 配点

 他自治体における類似業務の受託実績があるかどうか。 20 点

 中間事業者として管理システムを含む業務に十分な対応が可

能か。委託に伴い町職員が行う業務は最小限となっているか。
30 点

 寄附者、返礼品提供事業者への十分なサポート体制があるか。

また、寄附額の増加策が効果的かつ現実性のあるものとなって

いるか。

30 点

 業務開始に向けたスケジュールが現実性のあるものか。セキュ

リティ体制、個人情報の適正な取扱いが可能となっているか。
10 点

 見積金額が適切かつ費用対効果が見込める金額であるか。 10 点



13　契約締結 

受託候補者との契約内容に関する協議が整い次第、地方自治法施行令第 

167 条の２第１項第２号の規定により、随意契約の手続きを行うものとする。 

その際、受託候補者はあらためて見積書を提出するものとする。 

 

14　その他 

⑴　書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費はすべて参加者の負担

とする。急遽やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施するこ

とができないと認めるときは、停止、中止、又は取消しをすることがあ

る。なお、この場合において、本プロポーザルに要した費用を上郡町に

請求することはできない。 

⑵　プロポーザル実施に関する情報（参加者から提出された書類を含む。）

は、上郡町情報公開条例（平成 11 年条例第 11 号）に基づき、開示する

場合がある。 

⑶　提案にあたって、業務に関して知り得た情報を目的外に使用し、また

は第三者へ提供してはならない。 

 

15　問い合わせ先 

上郡町地域振興課 

住所：〒678-1292　兵庫県赤穂郡上郡町大持 278 番地 

電話：0791-52-1162 

Mail：chiiki@town.kamigori.lg.jp


